
今回贈られた広報車（左上）
西口副会長より広報車のキーが手渡される（右）

五條市消防本部　☎22・3310

　五條市消防団（西口重雄団長）は、３月１日から７日
までの春の火災予防運動の一環として、３月３日に市
内一周防火パレードを実施しました。
　春は空気が乾燥し、火災が発生しやすい気象状況で
あることから消防団員70人および消防職員15人、消
防車両26台が市民会館前に集結し、各方面隊別に消
防車両によるパレードを実施し、市民に火災予防を呼
びかけました。

消防団防火パレード実施 

救急車は適正な利用を

※奈良県では急病等に対しても、次のとおり医療情報の提供が行われています。
　奈良県救急医療情報センター　☎０７４４・２４・８１５３
　奈良県広域災害・救急医療情報システムホームページ
　（http://www.qq.pref.nara.jp/qq/men/qqmenult.aspx）

　２月25日に財団法人日本消防協会から防災広報車
の贈呈伝達式が行なわれ、財団法人奈良県消防協会、
副会長西口重雄氏から五條市消防団に防災広報車の
キーが贈呈されました。

財団法人日本消防協会から
防災広報車が贈呈されました

　ここ数年、全国的に救急車の出動件数が増え続けています。
　五條市においても平成18年の救急出場件数は約1700件、そのうち、入院を必要としな
い「軽症」の傷病者が約半数近くを占めています。
　救急車は、事故や病気などで緊急に病院などへ搬送する必要がある場合に利用するもので
す。軽易な症状で救急車を利用すると、救急車は台数が限られているので、生命に危険が迫っ
ている人などが救急車をすぐに利用できない事態が起こります。救急車を呼ぶ前に、もう一
度考えてみましょう。
　また、病院問い合わせは　☎２２・３３１０　でお願いします。
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